
2026 年 5 月 1 日 

 

日本インターンシップ学会 

会員各位 

日本インターンシップ学会 会長 亀野 淳 

学会表彰委員会委員長 上岡 史郎 

 

謹啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、このたび下記の「2026 年度 第 20 回 高良記念研究助成」募集要項のとおり、研究助成募集を 開始

いたしましたので、ご案内いたします。 

 募集要項をお読みの上、ご応募ください。エントリーをお待ち申し上げます。 

謹白 

 

 

「2026 年度 第 20 回 日本インターンシップ学会高良記念研究助成」募集要項 
 

１．応募資格： 

 応募資格は、日本インターンシップ学会高良記念研究助成内規（以下「内規」）に基づき、次に掲げ る会

員とします。 

(1) 応募者は、本学会の個人会員（学生会員を含む）および法人・団体会員とする。 

(2) 応募形態は、単独または共同研究とする。 

(3) 第 1 号の規定にかかわらず、共同研究の場合、分担者として会員以外が応募することができ る。た

だし、助成採択後に本学会の個人会員（学生会員を含む）または法人・団体会員として入会すること

が条件となる。 

※特に、大学院生（年齢不問）、インターンシップに関わる実務家など、新たにインターンシップに関す

る研究をスタートする方、複数会員による共同研究の応募を歓迎いたします。奮ってご応募ください。 

 

２．助成条件 

 助成条件は、内規に基づき以下の通りとなります。 

(1) 1 件あたり 10 万円を上限とし、原則として合計 2 件までとする。 

(2) 助成期間は、採択年の 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日とする。 

(3) 助成金の使途は、研究実施に必要な図書・備品などの物品費、旅費・交通費、謝金、その他経費 （消

耗品費、通信費などを含む）とする。ただし、物品費または謝金として執行する場合は 、助成金額

の 4 分の 3 を限度とする。 

 助成対象として採択された方は、以下の義務を負います。ただし、当該義務を果たすことができなかった

と理事会が判断した場合は、助成金（相当額）を返還しなければなりません。 

(1) 研究報告書の提出（助成終了後 1 か月以内） 

(2) 研究成果の大会での発表（2026 年第 27 回大会） 



(3) 研究年報への投稿 

(4) 本委員会が行う広報活動への協力 

 

３．応募期間 

 2026 年 5 月 1 日（金）～2026 年 6 月 19 日（金）23:59 

 

４．応募方法 

 「2026 年度 高良記念研究助成申請書」（別添 1、2）に必要事項を記載し、本委員会まで電子 メール（E-

mail）にファイルを添付し提出してください。 

※(1) メールの件名：「2026 年度第 20 回度高良記念研究助成申請 氏名（所属）」 

(2) 適切な研究計画、予算計画を立てていただくようお願いします。申請書に関して、学会 表彰委員会

から問い合わせをさせていただくことがあります。 

(3) 一度提出した応募関係書類の差し替えおよび応募取り消しはお受けできません。応募関係書類は、

いかなる場合も返却いたしません。ご了承ください。 

(4) 応募書類送信先・問い合わせ先 

日本インターンシップ学会 学会表彰委員会 委員長 上岡史郎 

E-mail ： kamioka@mejiro.ac.jp 

 

５．採否通知 

 助成対象者に、学会表彰委員会から電子メール（E-mail）にて通知します。 

 

６．発 表 

 第 27 回大会にて発表すると共に、表彰します。追って、ホームページ・ニュースレター等にて報 告しま

す。 

 

以上 
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